
 1 

【別添５】 住基異動に伴う処理方法の補足 
住所地特例や帰化などについては、同一人物であることを確認する必要があるため、

広域内異動と同様に名寄せを行い被保険者資格の引継ぎを行う。 

１．住所地特例者処理方法

市区町村

Ｘ市

Ａ

A　県外転出情報

異動事由：その他登録

Ａ　住登外登録情報

A　県外転出情報

資格回復画面

資格変更画面にて、個人番号、個人
区分の付け替えを行う。

＜住基情報＞

異動事由：転出

＜住登外情報＞

県外転出

Ａを住所地特例者として管理する場
合、住登外情報を送付する。

被保険者
台帳

個人番号：K001

個人区分：住基

個人番号：Ｊ001

個人区分：住登外

住民基本
台帳

住登外
情報

A　資格喪失

Ａを住所地特例者として管理

Ａ　住登外登録

資格変更画面

A資格回復

被保険者番号：H001

個人番号：K001

個人区分：住基

被保険者番号：H001

個人番号：K001

個人区分：住基

個人番号：Ｊ001

個人区分：住登外

A資格変更
被保険者番号：H001

個人番号：Ｊ001

個人区分：住登外

標準システム

転出前に住所地特例になることが把握できた場合は、転出データ送信前に資格変更することも可能。この場合は、特に回復処理は必要ない。

①住所地特例者の適用

市区町村

Ｘ市

Ａ

A　転入情報

異動事由：職権消除

Ａ　住登外喪失情報

A　喪失情報

資格回復画面

資格変更画面にて、個人番号、個人
区分の付け替えを行う。

＜住基情報＞

異動事由：転入

＜住登外情報＞

県外から
の転入

Ａを住登外から住基に変更する場
合は、喪失情報を送付する。

被保険者
台帳

個人番号：K001

個人区分：住基

個人番号：Ｊ001

個人区分：住登外

住登外
情報

住民基本
台帳

A　資格喪失

Ａを市在住の被保険者として管理

Ａ　転入

資格変更画面

A資格回復

被保険者番号：H001

個人番号：J001

個人区分：住登外

被保険者番号：H001

個人番号：J001

個人区分：住登外

個人番号：K001

個人区分：住基

A資格変更
被保険者番号：H001

個人番号：K001

個人区分：住基

標準システム

住登外情報の送信前に、転入データが送信される場合は、その時点で資格変更処理が可能。

②住所地特例者の解除
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２．帰化の場合の処理方法

市区町村

Ｘ市

Ａ

A　外国人削除

資格回復画面

資格変更画面にて、個人番号、個人
区分の付け替えを行う。

帰化

被保険者
台帳

外国人
情報

住民基本
台帳

A　資格喪失

Ａを住基登録者として管理

Ａ　住基登録

資格変更画面

A資格回復

被保険者番号：H001

個人番号：G001

個人区分：外国人

被保険者番号：H001

個人番号：G001

個人区分：外国人

個人番号：K001

個人区分：住基

A資格変更
被保険者番号：H001

個人番号：K001

個人区分：住基A　住基登録情報

＜住基情報＞

異動事由：帰化
個人番号：K001

個人区分：住基

氏名　　　：A　太郎

異動事由：日本国籍取得

Ａ　日本国籍取得情報

＜外国人情報＞

個人番号：G001

個人区分：外国人

標準システム

 


